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通学区域の設定等について（諮問）

箕面市通学区域審議会条例第２条の規定に基づき、下記の事項について諮問

します。

記

諮問事項

①船場新設校が施設一体型小中一貫校となった場合の通学区域の設定について

②交通環境や地域生活など学校を取り巻く外部環境の変化及び過去に課題とさ

れた地域の現状の確認について

諮問理由

船場地区に新設する学校を施設一体型小中一貫校にする場合の通学区域への

影響を確認するため。併せて令和２年度の答申について、外部環境の変化等も踏

まえ、現状についてご確認いただくため。

以上
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